
学校関係者評価委員会規定 

(趣旨) 

第1条 この規定は、学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項

を定める。 

(目的) 

第２条 実践的な職業教育の質を確保するため、その教育活動や学校運営に係る自己評価

の結果を評価することを目的とする。 

(委員の委嘱等) 

第３条 委員会を構成する委員は、次に揚げる者とし学院長が委嘱する。 

(1)職能団体関係者 

(2)企業・臨床実習施設関係者 

(3)卒業生 

(4)学校職員 

2.委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

3.委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

(組織等) 

第４条 委員会には、委員長をおく。 

2.委員長は学院長が指名する。 

(委員会の開催) 

第 5条 委員会は、年１回開催することを原則とする。 

2.委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。だたし、第 3条第 1号の 

(1)から(4)の委員に事故があるときは、代理の者が出席できる。 

3.委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。 

4.委員会の評価の結果は、学校ホームページに掲載する。 

(守秘義務) 

第 6条 委員は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用してはならない。なお、この義務は、委員の任期終了後も継続す

るものとする。 

(雑則) 

第７条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定

める。 

 

附則 この規定は平成 28年 4月 1日より施行する。 

この規定は令和 6年 4月 1日より改訂する。 

 








